
施設名称 所在地
受入可

能人数
開放日

金～水曜日 9:00 ～ 17:00

木曜日

◎寺町たまり駅 諏訪町2-3-28 20人 運用期間中 9:00 ～ 16:30

◎市役所本庁舎市民開放施設 中央町3-3-3 94人 運用期間中 8:30 ～ 20:00

◎健康長寿アクティブ交流セン

ター
中央町3-13-3 10人 運用期間中 8:30 ～ 17:15

◎新発田市民文化会館 中央町4-1-7 10人 運用期間中 8:30 ～ 21:30

火～日曜日 9:00 ～ 17:00

月曜日

月曜日(祝日の場合はその翌日) 8:30 ～ 17:00

上記以外 8:30 ～ 21:30

火～金曜日（学校休業日を除く） 9:00 ～ 12:00

土～月曜日、祝日

火～金曜日 9:00 ～ 17:00

土～月曜日・祝日

月～土曜日 9:00 ～ 17:00

日曜日、祝・休日

火～日曜日(月曜定休日) 9:00 ～ 21:30

月曜日（月曜日が祝日・休日の場合は翌日）

火～日曜日 9:00 ～ 17:00

月曜日（月曜日が祝日・休日の場合は翌日）

◎サン・ビレッジしばた 五十公野6080 15人 運用期間中 9:00 ～ 21:30

火～日曜日 9:00 ～ 17:00

月曜日（月曜日が祝日・休日の場合は翌日）

月～金曜日 8:30 ～ 17:15

土・日・祝日

◎豊浦地区公民館 乙次26-2 10人 運用期間中 9:00 ～ 21:00

月～金曜日 9:00 ～ 17:00

土・日・祝日

◎紫雲寺地区公民館 稲荷岡2371 5人 運用期間中 9:00 ～ 21:00

第３木曜日以外 10:00 ～ 20:30

第３木曜日

月～金曜日 8:30 ～ 17:15

土・日・祝日

◎加治川地区公民館 住田501 12人 運用期間中 9:00 ～ 21:00

涼みどころ開所期間（市が定める期間）：令和8年度は６月1日月曜日から9月３０日水曜日

クーリングシェルター運用期間：4月第4水曜日から10月第3水曜日までの熱中症特別警戒アラートの運用期間

◎深層湯温泉　紫雲の郷 藤塚浜966 30人
開放しない

◎市役所加治川庁舎 住田510 15人
開放しない

◎市役所豊浦支所 乙次281-2 15人
開放しない

◎健康プラザしうんじ 真野原外3331-5 10人
開放しない

五十公野コミュニティセンター 五十公野4930-1 10人
開放しない

佐々木コミュニティセンター 則清956-1 5人
開放しない

◎東豊コミュニティ防災センター 豊町4-8-30 10人
開放しない

◎高齢者福祉センター　金蘭荘 五十公野4475-3 10人
開放しない

◎青少年健全育成センター・児童

センター
緑町2-6-36 5人

開放しない

◎隣保館 住吉町2-3-28 6人
開放しない

◎歴史図書館 中央町4-11-27 10人
開放しない

◎新発田市生涯学習センター 中央町５-8-47 20人

市施設　クーリングシェルター・涼みどころ指定施設　一覧

　クーリングシェルターとは、熱中症特別警戒アラート発表時に冷房の効いた共用スペース等を利用して一時休憩施

設として開放される施設のことです。涼みどころとは、平時において暑さを避け、涼しい環境で休息できる一時休憩

場所です。◎印の施設は、クーリングシェルターと涼みどころの両方の機能をもつ施設です。

開放時間

◎新発田駅前複合施設 諏訪町1-2-12 3人
開放しない


